
【ⅳ 保育課・幼保連携推進室関係】
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１．「待機児童解消「先取り」プロジェクト」について

（１）「待機児童解消「先取り」プロジェクト」の強化について（関連資料１

参照）

平成２２年１１月、官邸の「待機児童ゼロ特命チーム」がとりまとめ

た「待機児童解消『先取り』プロジェクト」については、待機児童解消

の取組を加速するため、平成２３年度第４次補正予算で「安心こども

基金」を積み増すとともに実施期限を平成２４年度末まで延長するのに

伴い、従来から実施している施設整備費支援と併せて運営費支援につい

ても基金で実施することとした。これにより、従来は「プロジェクト」

事業の施設整備費支援と運営費支援について、別々に必要であった事業

計画の策定や申請手続きの一本化が図られることから、これらの事業を

より一層ご活用いただき、早期の待機児童解消に努めていただきたい。

なお、平成２３年度第４次補正予算では、「プロジェクト」事業の拡充

強化も盛り込んだところである。具体的な内容は、次のとおりであるの

で、管内市町村に十分周知いただくとともに、市町村の積極的な取組に

ご配慮いただきたい。

［第４次補正予算による拡充強化の内容］

①「プロジェクト」の対象自治体の拡大

待機児童が１０人以上いる市町村 → 待機児童のいる全ての市町

村

②「プロジェクト」参加に当たっての要件緩和（予定）

複数の事業を実施する自治体 → １事業のみの実施でも可とする

③施設整備費支援に関する事業の充実

・「３０名まで」に限定していた、定員要件を撤廃

（対象：保育所緊急整備事業及び賃貸物件による保育所整備事業）

→ 従来、小規模な保育所の設置を促進するため、３０名までと

していた定員要件を撤廃し、地域のニーズに応じた定員規模の

整備を可能とする。

・「公的施設」に限定していた、地域の余裕スペース活用に当たっての

要件を撤廃

（対象：保育所緊急整備事業、賃貸物件による保育所整備事業及び

家庭的保育改修等事業）

→ 従来、地域の余裕スペースを活用するに当たっては、事業の

安定性の観点から「公的施設」に限定していたが、事業の安定

的な実施の観点から適当と判断される場合には、民間施設等の
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活用も可能とする。

④運営費支援に関する事業（今年度、子育て支援交付金で実施している

事業）の充実

・グループ型小規模保育事業の充実

緊急時の安全対策の充実や家庭的保育者間の相互協力・連携に関

する調整を行う保育事業管理者（主任保育ママ）の配置のための経

費を新たに補助。

［補助基準額］

保育事業管理者を配置しているグループについて、１グルー

プ当たり月額６万円

・認可外保育施設運営支援事業の充実

事業実施のための準備等の経費として、施設の新設又は定員増を

図る際の開設準備経費加算を新たに補助。

［補助基準額］

定員１人当たり７千５百円（定員増の場合は、増加した定員

について加算対象）

なお、「プロジェクト」の趣旨は、待機児童解消の取組を促進させ

ることであるため、認可外保育施設運営支援事業を実施することに

より、既存の施策として実施していた地方単独事業の経費が削減さ

れる都道府県等におかれては、当該経費を保育所整備等の他の待機

児童解消策に充て、待機児童の早期解消に向けた取組を着実に実施

していただくようお願いする。

また、平成２３年４月１日以降に開設した認可外保育施設への

補助や、自治体から認可外保育施設への補助を新設した場合は、

待機児童解消の効果が大きいことから、補助率が嵩上げとなるため、

積極的に取り組んでいただきたい。

・地域型保育・子育て支援モデル事業を創設（後述）

（２）地域型保育・子育て支援モデル事業の創設について

子ども・子育て新システムにおいて実施することが検討されている

地方版子ども・子育て会議（仮称）の設置及び小規模保育や地域子育て

支援事業、放課後児童クラブなどを組み合わせた多機能な保育事業の

実施により、潜在的な保育需要を考慮した積極的な待機児童解消を図る

こととしている。

① 大都市モデル

待機児童を５０人以上抱えるような人口集中地域においては、すで

に実施しているグループ型小規模保育事業の実施に加えて、「小規模な
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放課後児童クラブ（１０人未満）」や「子育て親子の交流・相談事業」、

「一時預かり事業」を組み合わせて実施することで、職員間の連携・

協力を図り、グループ型小規模保育事業の円滑な実施と一層の普及を

推進することとしている。

② 一般市町村モデル

合併により市域が拡大した市町村などにおいては、保育サービスの

地域的な需給バランスを迅速に改善するため、既存施設（公営住宅等）

の活用により、小規模な保育事業（２０名未満）を実施するとともに、

「子育て親子の交流・相談事業」や「小規模放課後児童クラブ（１０

人未満）」、「一時預かり事業」の機能も併せ持つこととし、住民の多様

なニーズに対応しながら、これらの事業間で職員が相互に連携・協力

することにより、小規模な保育事業の円滑な実施を図ることとしてい

る。

ただし、中学校区内に保育機能（認可外保育施設を含む。）がなく、

本事業の実施によって保育機能がはじめて担保されると判断される

場合には、当該学区内に限り、小規模な保育事業（６人以上１０人

未満）の実施を必須とし、付加する事業として、小規模放課後児童ク

ラブ（１０人未満）、子育て親子の交流・相談事業、一時預かり事業の

中から２事業以上選択して実施することにより、定員の下限を６人と

して差し支えない。

③ 地方版子ども・子育て会議

また、子育て当事者等が参加する「地方版子ども・子育て会議」を

設置し、本事業にかかる政策目標の設定、事業進捗管理、政策評価等

を実施する。

（３）「プロジェクト」の留意点等について

「プロジェクト」参加等に当たっては、今年度と同様、以下の手続が

必要であるので、ご留意願いたい。

① 待機児童ゼロ計画の策定

「プロジェクト」への参加を希望する市町村におかれては、内閣府

から送付される「待機児童ゼロ特命チーム「国と自治体が一体的に

取り組む待機児童解消『先取り』プロジェクト」の実施方針に基づく

「待機児童ゼロ計画」について」に基づき、都道府県を通じてゼロ計

画の策定・提出をお願いする。管内市町村への周知等についてご配慮

願いたい。

なお、「プロジェクト」への参加については、可能な限り柔軟に対応

したいと考えているので、年度途中において「プロジェクト」参加の

希望が生じた場合は、その時点で個別にご相談願いたい。
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② 「プロジェクト」事業のフォローアップについて

「プロジェクト」参加自治体については、事業実施年度終了後、内

閣府より事業の実施状況についてのフォローアップを行う予定である

のでご承知おき願いたい。

２．多様な保育サービス等の推進について

延長保育や病児・病後児保育事業等の多様な保育サービスについては、

平成２２年１月に閣議決定した「子ども・子育てビジョン」に基づき、

平成２６年度までの具体的な目標を掲げて重点的に推進しているところ

である。

平成２４年度予算（案）においても、「子ども・子育てビジョン」の

目標の達成に向けた必要な予算を計上するとともに、以下のとおり事業

の推進を図ることとしているので、積極的な取組をお願いしたい。

あわせて、管内市町村及び保育所が地域における多様な保育需要に

対する積極的な取組ができるよう、特段のご配慮をお願いする。

（１）家庭的保育事業の推進について

家庭的保育事業については、平成２４年度予算（案）において、家庭

的保育補助者経費を増額し、家庭的保育事業の充実を図っている。

また、平成２３年度第４次補正予算により「安心こども基金」の積み

増しと延長を行い、家庭的保育の実施場所に係る改修費の補助を行う

「家庭的保育改修事業」、家庭的保育者が自宅以外で保育を実施する場合

の賃借料の補助を行う「家庭的保育賃借料補助事業」、家庭的保育者等の

研修に補助を行う「家庭的保育者研修事業」を実施している。これらの

事業を活用し、家庭的保育者の増加など、事業の推進に向けた積極的な

取組をお願いする。

なお、「待機児童解消「先取り」プロジェクト」によるグループ型小規

模保育事業についても、家庭的保育事業と同様に安心こども基金の各

事業の対象となっているため、基金の活用とあわせて、積極的な取組を

お願いする。（関連資料２参照）

（２）病児・病後児保育事業について

病児・病後児保育事業については、「子ども・子育てビジョン」におい

て、平成２６年度までに延べ利用児童数２００万人の数値目標を設定し、

事業の拡充を進めているところである。都道府県・市町村におかれては、
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地域のニーズに応えられるよう、実施か所数や受入れ児童数の増加など

により、引き続き、病児・病後児保育事業の推進に努めていただきたい。

また、平成２３年度より、看護師等が病児・病後児の自宅を訪問し

一時的に保育を行うとともに、その安全性、安定性及び効率性等につい

て検証する「非施設型（訪問型）」を創設したところである。平成２４年

度も引き続き実施することとしているので、積極的な取組をお願いした

い。

（３）保育所運営費の改善について

待機児童の解消を図るため、「子ども・子育てビジョン」に基づく保育

所の受入れ児童数（毎年約５万人）の増に伴う運営費の拡充を図ると

ともに、平成２４年度より、民間施設給与等改善費の勤続年数の算定に

あたって、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び保健師又は看護師

の病院等での勤務経験を算定できることとしている。

また、保育所運営費の弾力運用について、各種積立金の目的外使用を

する場合等においては事前に所轄庁の承認を得ることとなっているが、

設置主体が社会福祉法人の場合は理事会の承認で足りるとされている。

先般、構造改革特区提案において、学校法人についても社会福祉法人と

同様の取扱いとするよう提案があり、各自治体からの意見を踏まえ検討

した結果、平成２４年度より、全国において適用することとしたため、

学校法人に対し周知を図っていただくとともに、適正な施設運営につい

て指導をお願いしたい。

（４）いわゆる「宅幼老所」をはじめとする共生型サービスについて

地域包括ケアシステムの構築に資する取組の一例として、民家などを

活用した小規模で家庭的な雰囲気の中で、高齢者や障害者、児童などに

対して、１人ひとりの生活リズムに合わせて柔軟なサービスを提供する

取組が地域の創意工夫のもとに実施されているところである。（関連資料

３参照）

こうした取組は、

・ 子どもと触れ合うことで、自分の役割を見つけ、意欲が高まること

による日常生活の改善や会話の促進という高齢者や障害者への効果

・ お年寄りや障害者など他人への思いやりや優しさを身につける成育

面といった児童への効果

・ 地域住民が持ちかけてくる様々な相談に応じる、地域住民の福祉拠

点になるという地域への効果

という様々な効果が期待される。

現行制度において、こうしたいわゆる「宅幼老所」を指定通所介護

事業所等で運営する場合、介護保険給付に加え、所定の要件を満たせば
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障害者自立支援法の自立支援給付（基準該当生活介護等）や乳幼児の

一時預かりに対する運営費の補助をそれぞれの制度から受けることも

可能である。

各都道府県におかれては、管内市町村に対し、こうした取組や各種

支援制度の活用を周知していただき、地域の実情に応じた創意工夫ある

取組の普及促進を図られたい。

３．東日本大震災への対応について

（１）保育所の入所事務について

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため

の避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する

法律（平成２３年法律第９８号）により、保育所入所の事務についても、

避難元団体において処理することが困難な事務であるとして、避難先

団体で処理することとされたが、この場合の入所手続きの事務について

は、避難先団体に住所地を置く住民と同様の取扱いをするようお願い

したい。

（２）保育料の減免に対する支援について

東日本大震災に被災したことにより保育料の費用負担が困難であると

各市町村で認められた場合には、当該年の課税額を推定し階層区分の

変更を行い、災害の状況に応じた保育料の減免措置ができることとなっ

ており、当該措置により生じた公費負担の増額分については、安心こど

も基金の「地域子育て特別支援事業 東日本大震災に伴う保育所徴収金

（保育料）及び児童入所施設措置費徴収金の減免に対する支援」が活用

できることとしているが、平成２４年度においても実施することとした

ため、引き続き被災者への配慮をお願いしたい。

４．年少扶養控除等の見直しに伴う保育料への影響について

保育所の保育料の算定にあたっては、前年の所得に対する所得税額等

をもとに算出しており、平成２３年からの年少扶養控除等の見直しに

より、平成２４年度の保育料から影響が生じることとなる。

年少扶養控除等の見直しに伴う保育料等への影響については、平成

２２年１０月に、政府税制調査会の下の「控除廃止の影響に係るプロジ

ェクトチーム」の報告書で、扶養控除廃止の影響をできるだけ遮断する
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方式で対応することとされた。

そのため、扶養控除見直し前の旧税額を計算し、それに基づいて保育

料を算出する等により、今般の扶養控除の見直しによる影響を可能な

限り生じさせない取扱いとするよう、平成２３年７月１５日に通知をし

たところであるため、対応をお願いしたい。

また、当該取扱いにあたり保育料のシステム改修が必要な場合につい

ては、安心こども基金の「地域子育て特別支援事業 子育て支援施策に

係る事務の効率化を図るための電子システム化の取組」が活用できるこ

ととしている。

５．地方分権改革（保育所関係）について

保育所の最低基準については、平成２１年１２月１５日に閣議決定

された地方分権改革推進計画において、国の基準を「従うべき基準」と

「参酌すべき基準」に分け、基本的には国の基準に基づき、地方自治体

の条例で定められることとされた。この地方分権改革推進計画に基づき、

所要の法律案が平成２３年通常国会において成立したところである。

この法律に基づき平成２３年１０月７日に児童福祉施設最低基準を改

正し、保育の質に大きく影響する保育士の配置基準、居室面積基準、保

育の内容、調理室の設置及び自園調理等については「従うべき基準」と

し、その他の事項については「参酌すべき基準」とした。ただし、居室

の面積基準については、待機児童が多く、地価が高い大都市部の一部の

地域に限り、平成２６年度までの一時的な措置として、国の基準を「標

準」として、これと異なる基準を定めることができることとなった。

これらを踏まえ、各自治体においては条例の制定等の準備をお願いし

たい。（関連資料４参照）

６．児童虐待の早期発見に係る取組の推進について

平成２４年１月２０日、「児童虐待の防止等に関する政策評価」の結果

が総務省より公表され、児童虐待の早期発見に係る取組の推進方策の

一つとして、保育所における速やかな通告の徹底について市町村に対し

要請するよう勧告があったところである。

保育所については、従来より保育所保育指針（平成２０年厚生労働省

告示第141号）において、「虐待が疑われる場合には、速やかに市町村
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又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること」とされているところ

である。そのため、同指針の趣旨をご理解の上、虐待が疑われる場合の

速やかな通告の徹底について、管内市区町村及び保育関係者に広く周知

を図るなど、ご協力いただくようお願いしたい。

７．保育所等における安全管理及び事故防止について

保育所及び認可外保育施設における児童の安全管理については、従来

よりご尽力いただいているところであるが、尊い命が失われる事故が発

生している。

平成２３年中に報告を頂いた死亡事故については、すべてが「睡眠中

に保育士が異変を発見し、病院搬送後亡くなった」ものであった。平成

２２年度以前には「おやつ等をのどに詰まらせ、窒息し亡くなった。」等、

睡眠中以外の事故も発生しているため、様々な場面での事故防止に向け

た取組が必要である。

今後とも、貴管内の保育所等に対し、事故の発生防止に努めるよう指

導方お願いする。

また、「保育所保育指針」（平成20年3月28日厚生労働省告示第141号）

の「第５章 健康及び安全」に基づき適切に対応するようお願いしたい。

なお、「保育所及び認可外保育施設における事故の報告について」（平

成22年１月19日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）により

事故等が発生した場合の報告様式を定めているので、引き続き周知徹底

を図るとともに迅速な報告をお願いする。

（参考）

○平成23年1月から平成23年12月までに厚生労働省に報告があった事故

件数８９件

負傷 意識不明 死亡 計

骨折 火傷 その他

認可保育所 ５７ １ ８ １ ２ ６９

認可外保育施設 ４ １ ３ ０ １２ ２０

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ）
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８．保育士の再就職支援について

待機児童の解消に向けて、保育所の新設や受入児童数の増加を行うた

めには、保育士の確保が必要となる。平成２１年度に厚生労働省の委託

事業により実施した保育士需給調査では、平成２９年度末に約７万４千

人の保育士が不足すると報告されている。

保育士不足への対策として、保育士資格を有しているが保育士として

働いていない「潜在保育士」の活用が求められている。厚生労働省では、

平成２３年度に保育士再就職支援事業として、潜在保育士の活用に向け

た調査、再就職に必要な研修プログラム作成及び都道府県等を対象に

説明会を実施した。

保育士再就職支援事業の報告書（後日、各都道府県等に配付予定）に

は、「保育人材バンクの設置」、「再就職支援研修の実施」といった自治体

が主体となる取組や、「潜在保育士を有効活用するための勤務シフト

作成」などの保育所の取組を掲載している。報告書には、７６％の自治

体が「保育士が不足している」と認識しているが、保育士の再就職支援

を実施している自治体は２２％という調査結果が示されている。報告書

の活用等により、潜在保育士や保育所を対象とした説明会を実施する

など、再就職支援策に取り組まれるようお願いする。

なお、報告書に記載されている、再就職支援研修や再就職支援コーデ

ィネーターの配置については、安心こども基金の対象事業となっている

ため、基金を活用し、事業を進められたい。

９．保育所の耐震化の促進について

保育所を利用している子どもの安心・安全を確保する観点から、保育

所の建物の耐震化を図ることは重要である。全国的な取組状況をみると、

平成２２年４月１日現在の保育所の耐震化率は６７．５％となっており、

一層の耐震化の促進が必要な状況である。また、耐震化診断が必要な昭

和５６年以前の施設のうち、診断実施率はその半数以下（４８．３％）

に留まっている。

また、各都道府県等における取組は大きな格差が生じていると同時に、

設置主体別の耐震化率をみると、公立保育所は６５．８％、私立保育所

６８．９％となっている。これらを踏まえ、各都道府県等においては、

管内市町村に対する情報提供等を通じて、保育所の耐震化の促進に努め

られたい。
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なお、耐震化工事を含む保育所の施設整備費については、平成２３年

度第４次補正予算で積み増し・延長を行った安心こども基金で、引き続

き支援を行うこととしている。私立保育所で耐震化が必要な場合には、

安心こども基金を十分に活用し、早期の耐震化に努めていただきたい。

また、各地方公共団体の関係部局と連携を図り、耐震診断に要する

費用については、国土交通省の「住宅・建築物安全ストック形成事業」

を活用し耐震診断を着実に実施されたい。なお、この耐震診断を行う際

の法人負担分の経費については、施設運営に支障のない範囲で施設会計

からの支出が可能であることを申し添える。（関連資料５参照）

（参考）「住宅・建築物安全ストック形成事業」に関する照会先

国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室

03-5253-8111（内線39663）

10．保育園サーベイランスについて

平成２２年４月、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて、「保

育園欠席者・発症者情報収集システム（保育園サーベイランス）」が開発

された。

本システムの活用は、保育所及び市区町村等での感染症等の発生状況

の早期把握・早期対応に有効であると考えられることから、各都道府県

においても、別添の資料を参照の上、ご活用を検討いただくとともに、

管内市区町村及び保育所関係者に広く周知を図るなど、ご協力願いたい。

（関連資料６参照）
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